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規規 則則

宮崎県行政組織規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成29年３月30日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

宮崎県規則第13号

宮崎県行政組織規則の一部を改正する規則

宮崎県行政組織規則（平成10年宮崎県規則第15号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正後改正前

目次

第１章・第２章 ［略］

第３章 出先機関

第１節～第13節 ［略］

第14節 削除

第15節～第24節 ［略］

第24節の２ 動物愛護センター（第 154条の２・第 154条の３

）

第24節の３・第24節の４ ［略］

第25節～第52節 ［略］

第４章～第７章 ［略］

附則

（局及び課の設置）

第５条 次の表の左欄に掲げる部に同表の中欄に掲げる局及び同表

の右欄に掲げる課を置く。

目次

第１章・第２章 ［略］

第３章 出先機関

第１節～第13節 ［略］

第14節 看護大学（第 122条湿第 125条）

第15節～第24節 ［略］

第24節の２・第24節の３ ［略］

第25節～第52節 ［略］

第４章～第７章 ［略］

附則

（局及び課の設置）

第５条 次の表の左欄に掲げる部に同表の中欄に掲げる局及び同表

の右欄に掲げる課を置く。

課局部

総合政策課 秘書広報課 統計調

査課 総合交通課 中山間・地域

政策課 産業政策課 生活・協働

・男女参画課 みやざき文化振興

課 人権同和対策課 情報政策課

総合政策部

［略］

福祉保健課 指導監査・援護課

医療薬務課 国民健康保険課 長

福祉保健部

課局部

総合政策課 秘書広報課 統計調

査課 総合交通課 中山間・地域

政策課 フードビジネス推進課

生活・協働・男女参画課 文化文

教課 人権同和対策課 情報政策

課

総合政策部

［略］

福祉保健課 医療薬務課 国民健

康保険課 長寿介護課 障がい福

福祉保健部
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（課内室の設置）

第５条の２ 次の表の左欄に掲げる課にそれぞれ同表の右欄に掲げ

る課内室を置く。

（産業政策課）

第９条の４ 産業政策課の分掌事務は、次のとおりとする。

（１） 産業政策の企画推進に関すること。

（２） 産業人材の育成及び産学官連携の推進に関すること。

（みやざき文化振興課）

第９条の６ みやざき文化振興課の分掌事務は、次のとおりとする

。

（１）～（９） ［略］

（10） 記紀編さん記念事業に関すること。

２ 記紀編さん記念事業推進室においては、前項第10号に掲げる事

務を分掌する。

（福祉保健課）

第24条 福祉保健課の分掌事務は、次のとおりとする。

（１）～（４） ［略］

（５）～（９） ［略］

（10）～（14） ［略］

（指導監査・援護課）

第24条の２ 指導監査・援護課の分掌事務は、次のとおりとする。

（課内室の設置）

第５条の２ 次の表の左欄に掲げる課にそれぞれ同表の右欄に掲げ

る課内室を置く。

（フードビジネス推進課）

第９条の４ フードビジネス推進課の分掌事務は、次のとおりとす

る。

（１） フードビジネスの推進に関すること。

（２） 産学官連携の推進に関すること。

（文化文教課）

第９条の６ 文化文教課の分掌事務は、次のとおりとする。

（１）～（９） ［略］

（福祉保健課）

第24条 福祉保健課の分掌事務は、次のとおりとする。

（１）～（４） ［略］

（５） 社会福祉法人及び社会福祉施設の指導監査及びその総合調

整に関すること。

（６）～（10） ［略］

（11） 旧軍人軍属に関すること。

（12） 戦傷病者、戦没遺族等の援護に関すること。

（13）～（17） ［略］

２ 法人指導・援護室においては、前項第５号、第11号及び第12号

に掲げる事務を分掌する。

寿介護課 障がい福祉課 衛生管

理課 健康増進課

［略］

［略］

商工政策課 企業振興課 雇用労

働政策課

商工観光労

働部

［略］

［略］

祉課 衛生管理課 健康増進課

［略］

［略］

商工政策課 産業振興課 雇用労

働政策課

商工観光労

働部

［略］

［略］

課 内 室課

［略］秘書広報課

記紀編さん記念事業推進室みやざき文化振興課

［略］総務課

薬務対策室医療薬務課

［略］

［略］環境森林課

自然公園室自然環境課

［略］

食品・メディカル産業推進室企業振興課

［略］

みやざきブランド推進室農業連携推進課

［略］

［略］水産政策課

漁港漁場整備室漁村振興課

課 内 室課

［略］秘書広報課

［略］総務課

法人指導・援護室福祉保健課

薬務対策室 看護大学法人化

準備室

医療薬務課

［略］

［略］環境森林課

［略］

産業集積推進室産業振興課

記紀編さん記念事業推進室観光推進課

［略］

ブランド・流通対策室農業連携推進課

［略］

［略］水産政策課
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（１） 社会福祉法人及び社会福祉施設の指導監査及びその総合調

整に関すること。

（２） 旧軍人軍属に関すること。

（３） 戦傷病者、戦没遺族等の援護に関すること。

（医療薬務課）

第25条 医療薬務課の分掌事務は、次のとおりとする。

（１）～（13） ［略］

（14） 公立大学法人宮崎県立看護大学に関すること。

２ ［略］

（衛生管理課）

第29条 衛生管理課の分掌事務は、次のとおりとする。

（１）～（14） ［略］

（15） 食肉衛生検査所及び動物愛護センターに関すること。

（こども政策課）

第31条 こども政策課の分掌事務は、次のとおりとする。

（１）～（３） ［略］

（４）～（６） ［略］

（こども家庭課）

第32条 こども家庭課の分掌事務は、次のとおりとする。

（１）～（３） ［略］

（４） 児童扶養手当に関すること。

（５）～（12） ［略］

（自然環境課）

第36条 自然環境課の分掌事務は、次のとおりとする。

（１） 自然環境の保護と創出に関すること。

（２）～（12） ［略］

２ 自然公園室においては、前項第１号、第２号、第５号及び第12

号に掲げる事務を分掌する。

（企業振興課）

第40条 企業振興課の分掌事務は、次のとおりとする。

（１） 中小企業の成長促進対策の企画及び総合調整に関すること

。

（２） 中小企業の取引の振興に関すること。

（３） 鉱工業の振興に関すること。

（４）～（６） ［略］

（７） 工業技術及び情報通信技術の開発及び利用の支援に関する

こと。

（８） ［略］

（９）～（12） ［略］

２ 食品・メディカル産業推進室においては、前項第９号から第11

号までに掲げる事務を分掌する。

（観光推進課）

第44条の２ 観光推進課の分掌事務は、次のとおりとする。

（１）～（５） ［略］

（６） ＭＩＣＥ誘致の推進に関すること。

（７） ＤＭＯの推進に関すること。

（８） ［略］

（医療薬務課）

第25条 医療薬務課の分掌事務は、次のとおりとする。

（１）～（13） ［略］

（14） 看護大学に関すること。

２ ［略］

３ 看護大学法人化準備室においては、第１項第13号に掲げる事務

のうち宮崎県地方独立行政法人評価委員会に関する事務及び同項

第14号に掲げる事務のうち地方独立行政法人化に関する事務を分

掌する。

（衛生管理課）

第29条 衛生管理課の分掌事務は、次のとおりとする。

（１）～（14） ［略］

（15） 食肉衛生検査所に関すること。

（こども政策課）

第31条 こども政策課の分掌事務は、次のとおりとする。

（１）～（３） ［略］

（４） 児童扶養手当に関すること。

（５）～（７） ［略］

（こども家庭課）

第32条 こども家庭課の分掌事務は、次のとおりとする。

（１）～（３） ［略］

（４）～（11） ［略］

（自然環境課）

第36条 自然環境課の分掌事務は、次のとおりとする。

（１） 自然保護に関すること。

（２）～（12） ［略］

（産業振興課）

第40条 産業振興課の分掌事務は、次のとおりとする。

（１） 鉱工業振興対策の企画及び総合調整に関すること。

（２） 中小企業の情報化の推進に関すること。

（３） 中小企業の取引の振興に関すること。

（４）～（６） ［略］

（７） 工業技術の開発及び利用の支援に関すること。

（８） ［略］

（９） 新規事業への進出の支援に関すること。

（10）～（13） ［略］

２ 産業集積推進室においては、前項第10号から第12号までに掲げ

る事務を分掌する。

（観光推進課）

第44条の２ 観光推進課の分掌事務は、次のとおりとする。

（１）～（５） ［略］

（６） コンベンション誘致の推進に関すること。

（７） ロケーション誘致の推進に関すること。

（８） ［略］

（９） 記紀編さん記念事業に関すること。
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（９）・（10） ［略］

（農政企画課）

第45条 農政企画課の分掌事務は、次のとおりとする。

（１） ［略］

（２）～（８） ［略］

（９） 農林振興局に関すること。

（10）・（11） ［略］

２ 新農業戦略室においては、前項第４号から第６号までに掲げる

事務を分掌する。

（農業連携推進課）

第46条 農業連携推進課の分掌事務は、次のとおりとする。

（１） ［略］

（２） 農水産業技術の総合調整に関すること。

（３） 植物防疫及び農薬に関すること。

（４） 土壌及び肥料に関すること。

（５）～（11） ［略］

（12） 総合農業試験場及び病害虫防除・肥料検査センターに関す

ること。

２ みやざきブランド推進室においては、前項第６号から第９号ま

でに掲げる事務を分掌する。

（農業経営支援課）

第47条 農業経営支援課の分掌事務は、次のとおりとする。

（１）～（８） ［略］

（９） 農業機械に関すること。

（10）～（13） ［略］

（14） 農業大学校及び農業科学公園に関すること。

２ 農地対策室においては、前項第11号から第13号までに掲げる事

務を分掌する。

（漁村振興課）

第53条 ［略］

２ 漁港漁場整備室においては、前項第５号、第７号及び第８号に

掲げる事務を分掌する。

（用地対策課）

第63条 用地対策課の分掌事務は、次のとおりとする。

（１）～（４） ［略］

（５） 不動産鑑定業に関すること。

（６）・（７） ［略］

（砂防課）

第68条 砂防課の分掌事務は、次のとおりとする。

（１） 砂防指定地、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域、

土砂災害警戒区域等の指定及び管理に関すること。

（２）・（３） ［略］

（都市計画課）

第70条 都市計画課の分掌事務は、次のとおりとする。

（１）～（５） ［略］

（６） 美しい宮崎づくりの推進に関すること。

（７）～（14） ［略］

（所掌事務）

第77条 東京事務所の所掌事務は、次のとおりとする。

（10）・（11） ［略］

２ 記紀編さん記念事業推進室においては、前項第９号に掲げる事

務を分掌する。

（農政企画課）

第45条 農政企画課の分掌事務は、次のとおりとする。

（１） ［略］

（２） 農水産業技術の総合調整に関すること。

（３）～（９） ［略］

（10） 農林振興局及び総合農業試験場に関すること。

（11）・（12） ［略］

２ 新農業戦略室においては、前項第５号から第７号までに掲げる

事務を分掌する。

（農業連携推進課）

第46条 農業連携推進課の分掌事務は、次のとおりとする。

（１） ［略］

（２）～（８） ［略］

２ ブランド・流通対策室においては、前号第６号から第８号まで

に掲げる事務を分掌する。

（農業経営支援課）

第47条 農業経営支援課の分掌事務は、次のとおりとする。

（１）～（８） ［略］

（９） 植物防疫及び農薬に関すること。

（10） 土壌、肥料及び農業機械に関すること。

（11）～（14） ［略］

（15） 農業大学校及び農業科学公園並びに病害虫防除・肥料検査

センターに関すること。

２ 農地対策室においては、前項第12号から第14号までに掲げる事

務を分掌する。

（漁村振興課）

第53条 ［略］

（用地対策課）

第63条 用地対策課の分掌事務は、次のとおりとする。

（１）～（４） ［略］

（５） 不動産鑑定士に関すること。

（６）・（７） ［略］

（砂防課）

第68条 砂防課の分掌事務は、次のとおりとする。

（１） 砂防指定地、地すべり防止区域及び急傾斜地崩壊危険区域

の管理に関すること。

（２）・（３） ［略］

（都市計画課）

第70条 都市計画課の分掌事務は、次のとおりとする。

（１）～（５） ［略］

（６） 県土美化の推進に関すること。

（７）～（14） ［略］

（所掌事務）

第77条 東京事務所の所掌事務は、次のとおりとする。
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（１）～（３） ［略］

（４） 観光、ＭＩＣＥ、移住等の誘致に関すること。

（５）～（７） ［略］

（所掌事務）

第80条 大阪事務所の所掌事務は、次のとおりとする。

（１）～（３） ［略］

（４） 観光、ＭＩＣＥ、移住等の誘致に関すること。

（５）・（６） ［略］

（所掌事務）

第83条 福岡事務所の所掌事務は、次のとおりとする。

（１）～（３） ［略］

（４） 観光、ＭＩＣＥ、移住等の誘致に関すること。

（５）・（６） ［略］

（名称、位置及び所管区域）

第 102条 宮崎県行政機関設置条例第３条第１項の規定により設置

された福祉こどもセンターの名称、位置及び所管区域は、次のと

おりである。

２ ［略］

（名称、位置及び所管区域）

第 105条 宮崎県行政機関設置条例第４条第１項の規定により設置

された福祉に関する事務所（以下「福祉事務所」という。）の名

称、位置及び所管区域は、次のとおりである。

（分掌事務）

第 116条 前条に規定する各課の分掌事務は、次のとおりとする。

（１）～（３） ［略］

（４） 観光、コンベンション、移住等の誘致に関すること。

（５）～（７） ［略］

（所掌事務）

第80条 大阪事務所の所掌事務は、次のとおりとする。

（１）～（３） ［略］

（４） 観光、コンベンション、移住等の誘致に関すること。

（５）・（６） ［略］

（所掌事務）

第83条 福岡事務所の所掌事務は、次のとおりとする。

（１）～（３） ［略］

（４） 観光、コンベンション、移住等の誘致に関すること。

（５）・（６） ［略］

（名称、位置及び所管区域）

第 102条 宮崎県行政機関設置条例第３条第１項の規定により設置

された福祉こどもセンターの名称、位置及び所管区域は、次のと

おりである。

２ ［略］

（名称、位置及び所管区域）

第 105条 宮崎県行政機関設置条例第４条第１項の規定により設置

された福祉に関する事務所（以下「福祉事務所」という。）の名

称、位置及び所管区域は、次のとおりである。

（分掌事務）

第 116条 前条に規定する各課の分掌事務は、次のとおりとする。

所 管 区 域

位 置名 称

児童福祉

及び知的

障がい者

福祉に関

する事務

社会福祉に関する事務

［略］宮崎市 都城市 日南市

小林市 串間市 西都

市 えびの市 北諸県郡

西諸県郡 東諸県郡

児湯郡（都城市、小林市

、西都市、えびの市、北

諸県郡、西諸県郡及び児

湯郡については、社会福

祉施設及び事業者の検査

に関する事務に限る。）

［略］宮崎県中央

福祉こども

センター

［略］都城市 小林市 えびの

市 北諸県郡 西諸県郡

（それぞれ社会福祉施設

及び事業者の検査に関す

る事務を除く。）

［略］宮崎県南部

福祉こども

センター

［略］延岡市 日向市 東臼杵

郡 西臼杵郡（西臼杵郡

については、社会福祉施

設及び事業者の検査に関

する事務に限る。）

［略］宮崎県北部

福祉こども

センター

所 管 区 域

位 置名 称

児童福祉

及び知的

障がい者

福祉に関

する事務

社会福祉に関する事務

［略］宮崎市 日南市 串間市

東諸県郡

［略］宮崎県中央

福祉こども

センター

［略］都城市 小林市 えびの

市 北諸県郡 西諸県郡

［略］宮崎県南部

福祉こども

センター

［略］延岡市 日向市 東臼杵

郡

［略］宮崎県北部

福祉こども

センター

所 管 区 域位 置名 称

西都市 児湯郡（それぞれ社

会福祉施設及び事業者の検査

に関する事務を除く。）

［略］宮崎県児湯福祉

事務所

所 管 区 域位 置名 称

西都市 児湯郡［略］宮崎県児湯福祉

事務所
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［略］

衛生環境課

（１）～（22） ［略］

（23） 動物の愛護及び管理に関すること（中央保健所を除く。

）。

（24）～（27） ［略］

第14節 削除

第 122条から第 125条まで 削除

（所掌事務）

第 154条 ［略］

第24節の２ 動物愛護センター

（名称、位置及び所管区域）

第 154条の２ 宮崎県行政機関設置条例第６条第１項の規定により

設置された動物愛護センターの名称、位置及び所管区域は、次の

とおりである。

２ 前項の規定にかかわらず、法第 153条第１項の規定により、知

事が宮崎県動物愛護センターの長に委任した事務に係る所管区域

は、宮崎市及び東諸県郡とする。

（所掌事務）

第 154条の３ 動物愛護センターの所掌事務は、次のとおりとする

。

（１） 動物の愛護及び管理に関すること。

（２） 狂犬病予防に関すること。

第24節の３・第24節の４ ［略］

（名称、位置及び所管区域）

［略］

衛生環境課

（１）～（22） ［略］

（23） 動物の飼養及び保管に関すること。

（24）～（27） ［略］

第14節 看護大学

（設置）

第 122条 本県内の看護水準の質的向上を図るため、看護大学を置

く。

（名称及び位置）

第 122条の２ 看護大学の名称及び位置は、次のとおりとする。

（所掌事務）

第 123条 看護大学の所掌事務は、次のとおりとする。

（１） 高い資質を備えた看護職者の育成に関すること。

（２） 看護の分野における研究及び研修に関すること。

（内部組織）

第 124条 看護大学に、事務局を置く。

２ 前項に規定する事務局に総務課を置く。

（分掌事務）

第 125条 前条第２項に規定する総務課の分掌事務は、次のとおり

とする。

総務課

（１） 庶務一般に関すること。

（２） 校務の企画及び総合調整に関すること。

（３） 教授会に関すること。

（４） 県有財産及び機械器具の管理に関すること。

（５） 学生の募集に関すること。

（６） 教育課程及び授業計画に関すること。

（７） 学生の厚生補導に関すること。

（８） 学生の諸証明に関すること。

（９） 附属図書館に関すること。

（所掌事務）

第 154条 ［略］

第24節の２・第24節の３ ［略］

（名称、位置及び所管区域）

位 置名 称

宮崎市まなび野３丁目５番地１宮崎県立看護大学

所管区域位 置名 称

宮崎県宮崎市清武町木原4543番地８宮崎県動物愛護セ

ンター
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第 161条 宮崎県行政機関設置条例第７条の規定により設置された

児童相談所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりである。

（名称、位置及び所管区域）

第 189条 宮崎県行政機関設置条例第８条第１項の規定により設置

された農林振興局の名称、位置及び所管区域は、次のとおりであ

る。

（駐在所）

第 193条 宮崎県行政機関設置条例第13条の規定により、児湯農林

振興局及び東臼杵農林振興局に駐在所を置き、その名称、位置及

び所管区域は、次のとおりとする。

（内部組織）

第 202条 農業大学校に、次の課及び学科を置く。

総務課

教務学生課

農学科

畜産学科

（分掌事務）

第 202条の２ 前条に規定する課及び学科の分掌事務は、次のとお

りとする。

総務課

（１）～（６） ［略］

（７） 教務学生課並びに農学科及び畜産学科の主管に属さない

こと。

教務学生課

（１） 教科指導、生活指導及び進路指導の総括に関すること。

（２） 学生の募集及び入学試験に関すること。

（３） 教育課程及び授業計画に関すること。

（４） 農業機械の教育指導及び管理に関すること。

（５） 校内の環境美化に関すること。

（６） 学生の保健衛生に関すること。

（７） 学生の資格取得、研修等の総括に関すること。

農学科及び畜産学科

（１） 教科指導、生活指導及び進路指導に関すること。

（２） 農場の経営計画及び管理に関すること。

（３） 生産教育実習施設の運営に関すること。

（４） 農業の調査研究に関すること。

（５） 学生の資格取得、研修等の指導に関すること。

（名称、位置及び管轄区域）

第 203条 宮崎県行政機関設置条例第９条の規定により設置された

病害虫防除所（以下「病害虫防除・肥料検査センター」という。

）の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりである。

（名称、位置及び管轄区域）

第 212条 宮崎県行政機関設置条例第10条の規定により設置された

家畜保健衛生所の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりである

。

（名称、位置及び所管区域）

第 237条 宮崎県行政機関設置条例第11条第１項の規定により設置

された土木事務所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりであ

る。

第 161条 宮崎県行政機関設置条例第６条の規定により設置された

児童相談所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりである。

（名称、位置及び所管区域）

第 189条 宮崎県行政機関設置条例第７条第１項の規定により設置

された農林振興局の名称、位置及び所管区域は、次のとおりであ

る。

（駐在所）

第 193条 宮崎県行政機関設置条例第12条の規定により、児湯農林

振興局及び東臼杵農林振興局に駐在所を置き、その名称、位置及

び所管区域は、次のとおりとする。

（内部組織）

第 202条 農業大学校に、総務課及び農学部を置く。

（分掌事務）

第 202条の２ 前条に規定する総務課及び農学部の分掌事務は、次

のとおりとする。

総務課

（１）～（６） ［略］

（７） 農学部の主管に属さないこと。

農学部

（１） 部に属する教育に関すること。

（２） 部に属する生活指導に関すること。

（３） 農場の経営計画及び管理に関すること。

（４） 生産教育実習施設の運営に関すること。

（５） 部に属する農業の調査研究に関すること。

（６） 学生の保健衛生に関すること。

（７） 資格取得研修等に関すること。

（名称、位置及び管轄区域）

第 203条 宮崎県行政機関設置条例第８条の規定により設置された

病害虫防除所（以下「病害虫防除・肥料検査センター」という。

）の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりである。

（名称、位置及び管轄区域）

第 212条 宮崎県行政機関設置条例第９条の規定により設置された

家畜保健衛生所の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりである

。

（名称、位置及び所管区域）

第 237条 宮崎県行政機関設置条例第10条第１項の規定により設置

された土木事務所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりであ

る。

［略］ ［略］

［略］ ［略］

［略］ ［略］

［略］ ［略］

［略］ ［略］
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（内部組織）

第 239条 ［略］

２～５ ［略］

６ 宮崎県行政機関設置条例第13条の規定により、西都土木事務所

及び日向土木事務所に駐在所を置き、その名称、位置及び所管区

域は、次のとおりとする。

（名称、位置及び所管区域）

第 248条 宮崎県行政機関設置条例第12条第１項の規定により設置

された港湾事務所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりであ

る。

（名称等）

第 262条 法第 138条の４第３項の規定に基づき設置された附属機

関の名称、担任事務及び主管部課は、次のとおりである。

（交通・地域安全対策監等）

第 265条 前２条に規定する職のほか、次の表の左欄に掲げる本庁

の組織にそれぞれ同表の中欄に掲げる職を置き、その職務は、そ

れぞれ同表の右欄に定めるとおりとする。

（職）

第 271条 次の表の左欄に掲げる出先機関に、それぞれ同表の右欄

に掲げる職を置く。

（内部組織）

第 239条 ［略］

２～５ ［略］

６ 宮崎県行政機関設置条例第12条の規定により、西都土木事務所

及び日向土木事務所に駐在所を置き、その名称、位置及び所管区

域は、次のとおりとする。

（名称、位置及び所管区域）

第 248条 宮崎県行政機関設置条例第11条第１項の規定により設置

された港湾事務所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりであ

る。

（名称等）

第 262条 法第 138条の４第３項の規定に基づき設置された附属機

関の名称、担任事務及び主管部課は、次のとおりである。

（交通・地域安全対策監等）

第 265条 前２条に規定する職のほか、次の表の左欄に掲げる本庁

の組織にそれぞれ同表の中欄に掲げる職を置き、その職務は、そ

れぞれ同表の右欄に定めるとおりとする。

（職）

第 271条 次の表の左欄に掲げる出先機関に、それぞれ同表の右欄

に掲げる職を置く。

［略］ ［略］

［略］ ［略］

［略］ ［略］

主管部課担 任 事 務名 称

［略］

［略］医療法（昭和23年法律第 205号）

第71条の２第１項の規定による医

療を提供する体制の確保に関する

重要事項その他同法の規定により

その権限に属する事項の調査審議

に関する事務

宮崎県医療審

議会

［略］

主管部課担 任 事 務名 称

［略］

［略］医療法（昭和23年法律第 205号）

第72条第１項の規定による医療を

提供する体制の確保に関する重要

事項その他同法の規定によりその

権限に属する事項の調査審議に関

する事務

宮崎県医療審

議会

［略］

職 務職組 織

［略］

［略］農業改良対策監農政水産部

上司の命を受けて、漁港及び

漁村の環境整備並びに海岸保

全対策の総合調整に関する事

務を掌理する。

漁港整備対策監

［略］

職 務職組 織

［略］

［略］農業改良対策監農政水産部

［略］

職出先機関及びそ

の他の機関

［略］

［略］衛生環境研究所

学長 学部長 学生部長 研究科長 附属

図書館長 看護研究・研修センター長 教

授 准教授 講師 助教 助手 事務局長

課長

看護大学

［略］

所長 副所長 衛生管理指導主幹 主任食肉衛生検査所

［略］

校長 副校長（２人） 部長 課長 教授農業大学校

職出先機関及びそ

の他の機関

［略］

［略］衛生環境研究所

［略］

所長 副所長食肉衛生検査所

所長 主任動物愛護センタ

ー

［略］

校長 副校長（２人） 課長 学科長 教農業大学校
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（職務）

第 272条 前条に規定する職の職務は、それぞれ次の表の右欄に定

めるとおりとする。

（職務）

第 272条 前条に規定する職の職務は、それぞれ次の表の右欄に定

めるとおりとする。

准教授

［略］

授 准教授

［略］

職 務職

［略］所長、院長、支

庁長、校長、寮

長、園長、学長

、場長及び局長

［略］

所長、院長、支庁長、校長、園長、学長、

場長又は局長を補佐する（２人以上の副所

長、次長、副院長、教頭、副校長、副園長

、副学長又は副場長（以下「副所長等」と

いう。）を置く場合の各副所長等の職務の

担当区分は、１人を統括とし、他を業務担

当とする。）。

副所長、次長、

副院長、教頭、

副校長、副園長

及び副場長

上司の命を受けて、学部に属する事務を掌

理する。

学部長

上司の命を受けて、学生の厚生補導に関す

る事務を掌理する。

学生部長

上司の命を受けて、研究科に属する事務を

掌理する。

研究科長

上司の命を受けて、附属図書館に属する事

務を掌理する。

附属図書館長

上司の命を受けて、看護研究・研修センタ

ーに属する事務を掌理する。

看護研究・研修

センター長

上司の命を受けて、事務局又は事務部に属

する事務を処理する。

事務局長及び事

務長

［略］

［略］駐在所長

看護大学にあっては、学生を教授し、その

研究を指導し、又は研究に従事する。

教授

農業大学校にあっては、上司の命を受けて

教務の事務を処理する。

［略］

自治学院及び消防学校にあっては、上司の

命を受けて、教務の事務を処理する。

教務主幹

上司の命を受けて、食肉及び食鳥肉の処理

に係る衛生の管理及び指導に関する事務を

処理する。

衛生管理指導主

幹

［略］

看護大学にあっては、学生を教授し、その

研究を指導し、又は研究に従事する。

准教授

農業大学校にあっては、上司の命を受けて

、教務の事務を処理する。

［略］

［略］講師

看護大学にあっては、教授又は准教授に準

ずる職務に従事する。

［略］教官

職 務職

［略］所長、院長、支

庁長、校長、寮

長、園長、場長

及び局長

［略］

所長、院長、支庁長、校長、園長、場長又

は局長を補佐する（２人以上の副所長、次

長、副院長、教頭、副校長、副園長又は副

場長（以下「副所長等」という。）を置く

場合の各副所長等の職務の担当区分は、１

人を統括とし、他を業務担当とする。）。

副所長、次長、

副院長、教頭、

副校長、副園長

及び副場長

上司の命を受けて、事務部に属する事務を

処理する。

事務長

［略］

［略］駐在所長

上司の命を受けて、学科に属する事務及び

教務の事務を処理する。

学科長

上司の命を受けて、教務の事務を処理する

。

教授

［略］

上司の命を受けて、教務の事務を処理する

。

教務主幹

［略］

上司の命を受けて、教務の事務を処理する

。

准教授

［略］

［略］講師

［略］教官
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（主任主事等）

第 277条 第 271条、第 273条、第 275条及び前条に規定する職の

ほか、出先機関に、第 269条の表の左欄に掲げる職を置き、その

職務は、それぞれ同表の右欄に定めるとおりとする。

（主任主事等）

第 277条 第 271条及び第 273条から前条までに規定する職のほか

、出先機関に、第 269条の表の左欄に掲げる職を置き、その職務

は、それぞれ同表の右欄に定めるとおりとする。

学生を教授し、その研究を指導し、又は研

究に従事する。

助教

教育研究の円滑な実施に必要な業務に従事

する。

助手

［略］ ［略］

附 則

（施行期日）

１ この規則は、平成29年４月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

（１） 第63条第５号、第68条第１号、第 102条第１項の表宮崎県南部福祉こどもセンターの項及び第 277条の改正規定 公布の日

（２） 第 262条の表宮崎県医療審議会の項の改正規定 平成29年４月２日

（看護大学授業料等の徴収に関する規則等の廃止）

２ 次に掲げる規則は、廃止する。

（１） 看護大学授業料等の徴収に関する規則（平成８年宮崎県規則第49号）

（２） 大学の学校医等の公務災害補償に関する規則（平成９年宮崎県規則第17号）

（狂犬病予防法施行細則の一部改正）

３ 狂犬病予防法施行細則（昭和25年宮崎県規則第 111号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正後改正前

（書類の経由）

第５条 法、省令又はこの規則の定めるところにより知事に提出す

る書類は、所轄保健所長又は動物愛護センター所長を経由しなけ

ればならない。

（書類の経由）

第５条 法、省令又はこの規則の定めるところにより知事に提出す

る書類は、所轄保健所長を経由しなければならない。

（職員の被服貸与規則の一部改正）

４ 職員の被服貸与規則（昭和35年宮崎県規則第17号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正後改正前

別表（第２条関係）別表（第２条関係）

着用

期間

貸与

期間

数量貸与品の種類貸与する職員の範囲

職 員勤務する

機関

［略］

［略］保健所及

び衛生環

境研究所

１年

１年

１年

１

１

１

白衣

白靴（看護学実習

の業務に従事する

職員に限る。）

白靴下（看護学実

習の業務に従事す

る職員に限る。）

研究実験

の業務に

従事する

職員

看護学実

習の業務

に従事す

る職員

看護大学

［略］

［略］食肉衛生

検査所

着用

期間

貸与

期間

数量貸与品の種類貸与する職員の範囲

職 員勤務する

機関

［略］

［略］保健所及

び衛生環

境研究所

［略］

［略］食肉衛生

検査所

１年

２年

２年

１年

１

１

１

１

白衣

夏作業服

冬作業服

ゴム長靴

狂犬病予

防員

動物愛護

センター

２年１夏作業服動物愛護
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［略］

２年

１年

１

１

冬作業服

ゴム長靴

管理業務

に従事す

る職員

［略］

（宮崎県犬取締条例施行規則の一部改正）

５ 宮崎県犬取締条例施行規則（昭和47年宮崎県規則第32号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正後改正前

様式第２号（第４条関係）

［略］

保 健 所 長

動物愛護センター所長 殿

宮崎県公安委員会

［略］

様式第３号（第４条関係）

［略］

保健所長

動物愛護センター所長
□

［略］

様式第４号（第５条関係）

［略］

保健所長

動物愛護センター所長
□

［略］

様式第５号（第５条関係）

［略］

保 健 所 長

動物愛護センター所長
殿

［略］

様式第２号（第４条関係）

［略］

保 健 所 長

宮崎県公安委員会
殿

［略］

様式第３号（第４条関係）

［略］

保健所長 □

［略］

様式第４号（第５条関係）

［略］

保健所長 □

［略］

様式第５号（第５条関係）

［略］

保健所長 殿

［略］

印
印

印
印

（旅費の支払事務に関する規則の一部改正）

６ 旅費の支払事務に関する規則（平成元年宮崎県規則第26号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正後改正前

別表第１（第２条、第６条関係）別表第１（第２条、第６条関係）

部局名部局及び出先機関名

［略］

［略］

衛生管理課

宮崎県日向食肉衛生検査所

宮崎県動物愛護センター

［略］

部局名部局及び出先機関名

［略］

［略］宮崎県日向食肉衛生検査所

［略］

（宮崎県動物の愛護及び管理に関する規則の一部改正）

７ 宮崎県動物の愛護及び管理に関する規則（平成14年宮崎県規則第16号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正後改正前

（登録簿の閲覧）

第３条 知事は、登録簿を閲覧の用に供するため、動物取扱業者登

録簿閲覧所（以下「閲覧所」という。）を福祉保健部衛生管理課

内、保健所（中央保健所を除く。）内及び動物愛護センター内に

置く。

２～５ ［略］

別記

様式第１号（第２条関係）

［略］

（登録簿の閲覧）

第３条 知事は、登録簿を閲覧の用に供するため、動物取扱業者登

録簿閲覧所（以下「閲覧所」という。）を福祉保健部衛生管理課

内及び保健所内に置く。

２～５ ［略］

別記

様式第１号（第２条関係）

［略］
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保健所・動物愛護センター

［略］

様式第３号（第６条関係）

［略］

保 健 所 長

動物愛護センター所長
殿

［略］

保健所

［略］

様式第３号（第６条関係）

［略］

宮崎県知事 殿

［略］

宮崎県の出資法人等への関与事項を定める条例第２条第１号及び第２号に規定する法人を定める規則の一部を改正する規則をここに公布

する。

平成29年３月30日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

宮崎県規則第14号

宮崎県の出資法人等への関与事項を定める条例第２条第１号及び第２号に規定する法人を定める規則の一部を改正する規則

宮崎県の出資法人等への関与事項を定める条例第２条第１号及び第２号に規定する法人を定める規則（平成22年宮崎県規則第19号）の一

部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正後改正前

（県の行政運営と密接に関連を有する法人）

第１条 宮崎県の出資法人等への関与事項を定める条例（平成22年

宮崎県条例第25号。以下「条例」という。）第２条第１号に規定

する県の行政運営と密接に関連を有するものとして知事等が別に

定めるものは、次に掲げる法人とする。

（１）・（２） ［略］

（３） 公立大学法人宮崎県立看護大学

（４）～（６） ［略］

（７） 一般社団法人宮崎県林業公社

（８） 公益財団法人宮崎県環境整備公社

（９） ［略］

（10）・（11） ［略］

（12） 公益財団法人宮崎県国際交流協会

（13） ［略］

（14）・（15） ［略］

（16） 一般社団法人宮崎県肉用牛枝肉価格安定基金協会

（17） 一般社団法人宮崎県家畜改良事業団

（18） 一般社団法人宮崎県酪農公社

（19） 公益財団法人宮崎県口蹄疫復興財団

（20）～（24） ［略］

（県の行政運営と密接に関連を有する法人に準じて取り扱う必要

がある法人）

第２条 条例第２条第２号に規定するその業務が県の事務又は事業

と密接な関連を有する法人であって前条に掲げる法人に準じて取

り扱う必要があるものとして知事等が別に定めるものは、次に掲

げる法人とする。

（１） 社会福祉法人宮崎県社会福祉事業団

（２） 公益財団法人宮崎県産業振興機構

（県の行政運営と密接に関連を有する法人）

第１条 宮崎県の出資法人等への関与事項を定める条例（平成22年

宮崎県条例第25号。以下「条例」という。）第２条第１号に規定

する県の行政運営と密接に関連を有するものとして知事等が別に

定めるものは、次に掲げる法人とする。

（１）・（２） ［略］

（３） 公益財団法人宮崎県国際交流協会

（４）～（６） ［略］

（７） 公益財団法人宮崎県環境整備公社

（８） 一般社団法人宮崎県林業公社

（９） ［略］

（10） 公益財団法人宮崎県産業振興機構

（11）・（12） ［略］

（13） ［略］

（14） 一般社団法人宮崎県肉用牛枝肉価格安定基金協会

（15） 一般社団法人宮崎県家畜改良事業団

（16） 一般社団法人宮崎県酪農公社

（17）・（18） ［略］

（19）～（23） ［略］

（24） 公益財団法人宮崎県口蹄疫復興財団

（県の行政運営と密接に関連を有する法人に準じて取り扱う必要

がある法人）

第２条 条例第２条第２号に規定するその業務が県の事務又は事業

と密接な関連を有する法人であって前条に掲げる法人に準じて取

り扱う必要があるものとして知事等が別に定めるものは、社会福

祉法人宮崎県社会福祉事業団とする。

附 則

この規則は、平成29年４月１日から施行する。
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宮崎県財務規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成29年３月30日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

宮崎県規則第15号

宮崎県財務規則の一部を改正する規則

宮崎県財務規則（昭和39年宮崎県規則第２号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正後改正前

（用語）

第２条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に

定めるところによる。

（１） かい 歳出予算の令達を受けて歳出予算を執行し、及び歳

入を収納する次に掲げる機関で知事が別に指定し、告示したも

のをいう。

ア ［略］

イ 県教育庁組織規則（昭和50年宮崎県教育委員会規則第４号

）第11条に規定する教育事務所及び同規則第14条に規定する

スポーツ指導センター

ウ～ケ ［略］

（２）～（10） ［略］

（出納機関の直接収納）

第44条 出納機関は、納入義務者から現金（現金に代えて納付され

る証券を含む。以下この条において同じ。）を直接収納したとき

は、領収証を交付しなければならない。ただし、授業料、総合博

物館観覧料及び美術館観覧料については授業料納入通知書及び観

覧券への第 231条第２項に規定する印章の押印をもって、知事公

舎に関する有償資料の代金についてはその資料の交付をもってこ

れに代えるものとする。

２～８ ［略］

（予算執行の伺い及び合議等）

第54条 ［略］

２ 部局において次に掲げる経費に係る予算執行伺又は債務負担行

為をするときは、財政課長に合議しなければならない。ただし、

第３号から第５号まで及び第７号に掲げる経費のうち宮崎県事務

決裁規程（昭和40年訓令第１号）に定める課長の専決すべきもの

に係る予算執行伺については、この限りでない。

（１） ［略］

（２） 需用費中食糧費（30万円を超える食糧費で茶菓料以外のも

の及び別に定める額を超える食糧費で懇談に伴う会食に係るも

のに限る。）

（３）～（６） ［略］

（７） 負担金、補助及び交付金（負担金（契約に係るものを除く

。）、補助金等の交付に関する規則（昭和39年宮崎県規則第49

号）第２条第１項に規定する補助金等に該当しない交付金及び

次条に規定する建設事業等に該当するものを除く。）

（８）～（13） ［略］

３～５ ［略］

（資金前渡のできる経費の指定）

第61条 令第 161条第１項第17号の規定により資金の前渡ができる

経費は、次のとおりとする。

（１） ［略］

（２） 公社に支払う経費

（３） ［略］

（用語）

第２条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に

定めるところによる。

（１） かい 歳出予算の令達を受けて歳出予算を執行し、及び歳

入を収納する次に掲げる機関で知事が別に指定し、告示したも

のをいう。

ア ［略］

イ 県教育庁組織規則（昭和50年宮崎県教育委員会規則第４号

）第11条第１項に規定する教育事務所及び同規則第14条に規

定するスポーツ指導センター

ウ～ケ ［略］

（２）～（10） ［略］

（出納機関の直接収納）

第44条 出納機関は、納入義務者から現金（現金に代えて納付され

る証券を含む。以下本条において同じ。）を直接収納したときは

、領収証を交付しなければならない。ただし、授業料、総合博物

館観覧料及び美術館観覧料については授業料納入通知書及び観覧

券への第 231条第２項に規定する印章の押印をもって、大学入学

試験手数料については受験票の交付をもって、知事公舎に関する

有償資料の代金ついてはその資料の交付をもってこれに代えるも

のとする。

２～８ ［略］

（予算執行の伺い及び合議等）

第54条 ［略］

２ 部局において次に掲げる経費に係る予算執行伺又は債務負担行

為をするときは、財政課長に合議しなければならない。ただし、

第３号から第５号まで及び第７号に掲げる経費のうち宮崎県事務

決裁規程（昭和40年訓令第１号）に定める課長の専決すべきもの

に係る予算執行伺については、この限りでない。

（１） ［略］

（２） 需用費中食糧費（30万円を超える食糧費で茶菓料以外のも

のに限る。）

（３）～（６） ［略］

（７） 負担金、補助及び交付金（負担金（契約に係るものを除く

。）、補助金等の交付に関する規則（昭和39年宮崎県規則第49

号）第２条に規定する補助金等に該当しない交付金及び次条に

規定する建設事業等に該当するものを除く。）

（８）～（13） ［略］

３～５ ［略］

（資金前渡のできる経費の指定）

第61条 令第 161条第１項第17号の規定により資金の前渡ができる

経費は、次のとおりとする。

（１） ［略］

（２） 公社又は公団に支払う経費

（３） ［略］
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（４） 日本放送協会に支払う受信料

（５） 収入印紙、収入証紙又は郵便切手類の購入に要する経費

（６） 運搬又は交通機関による輸送に要する経費で即時支払を必

要とするもの

（７）～（13） ［略］

（14） 講習会等受講料及び資格取得に要する経費で直接現金で支

払う必要があるもの

（15） 協議会その他これに類する会合の場所において、直接現金

で支払をしなければ事務の取扱いに支障を及ぼすと認められる

経費

（16）～（20） ［略］

（概算払のできる経費の指定等）

第66条 令第 162条第６号の規定により概算払のできる経費は、次

のとおりとする。

（１） 公社に支払う経費

（２）～（６） ［略］

２ ［略］

（自動口座振替による支払）

第71条の２ 令第 161条第１項第８号、第13号及び第14号に掲げる

経費並びに第61条第４号に掲げる経費は、当該経費の支払に係る

専用の口座から自動口座振替により支払うことができる。

（隔地払）

第77条の３ 会計管理者は、隔地払をしようとするとき及びかいの

出納員から隔地払決定の通知を受けたときは、債権者に隔地払通

知書を送付しなければならない。この場合において、知事が特に

指定したときは、郵便貯金銀行（郵政民営化法（平成17年法律第

97号）第94条に規定する郵便貯金銀行をいい、郵便貯金銀行を所

属銀行とする銀行代理業（銀行法（昭和56年法律第59号）第２条

第14項に規定する銀行代理業をいう。）を営む郵便局（日本郵便

株式会社法（平成17年法律第 100号）第２条第４項に規定する郵

便局をいう。）を含む。）払とすることができる。

（入札保証金）

第 100条 ［略］

２ 前項の入札保証金は、次の各号のいずれかに該当すると認めら

れるときは、その全部又は一部の納付を免除することができる。

（１）・（２） ［略］

（３） 競争入札に参加しようとする者が国（独立行政法人通則法

（平成11年法律第 103号）第２条第１項に規定する独立行政法

人及び国立大学法人法（平成15年法律第 112号）第２条第１項

に規定する国立大学法人を含む。第 101条第２項第３号及び第

８号並びに第 138条第２項第１号において同じ。）、地方公共

団体（地方独立行政法人法（平成15年法律第 118号）第２条第

１項に規定する地方独立行政法人並びに地方住宅供給公社、地

方道路公社及び土地開発公社を含む。以下同じ。）又は宮崎県

の出資法人等への関与事項を定める条例（平成22年宮崎県条例

第25号）第２条第１号及び第２号に規定する法人（以下「出資

法人等」という。）であるとき。

（契約保証金）

第 101条 ［略］

２ 前項の契約保証金は、次の各号のいずれかに該当すると認めら

れるときは、その全部又は一部の納付を免除することができる。

（１）・（２） ［略］

（３） 令第 167条の５及び第 167条の11に規定する資格を有する

者と契約を締結する場合又はこれら以外の者と随意契約を締結

（４） 郵便切手類の購入及び交通機関による輸送に要する経費で

即時支払を必要とするもの

（５）～（11） ［略］

（12） 講習会、協議会その他これに類する会合の場所において、

直接現金で支払をしなければ事務の取扱いに支障を及ぼすと認

められる経費

（13）～（17） ［略］

（概算払のできる経費の指定等）

第66条 令第 162条第６号の規定により概算払のできる経費は、次

のとおりとする。

（１） 公社、公団に支払う経費

（２）～（６） ［略］

２ ［略］

（自動口座振替による支払）

第71条の２ 令第 161条第１項第８号、第13号及び第14号に掲げる

経費は、当該経費の支払に係る専用の口座から自動口座振替によ

り支払うことができる。

（隔地払）

第77条の３ 会計管理者は、隔地払をしようとするとき及びかいの

出納員から隔地払決定の通知を受けたときは、債権者に隔地払通

知書を送付しなければならない。この場合において、知事が特に

指定したときは、郵便貯金銀行（郵政民営化法（平成17年法律第

97号）第94条に規定する郵便貯金銀行をいい、郵便貯金銀行を所

属銀行とする銀行代理業（銀行法（昭和56年法律第59号）第２条

第14項に規定する銀行代理業をいう。）を営む郵便局（郵便局株

式会社法（平成17年法律第 100号）第２条第２項に規定する郵便

局をいう。）を含む。）払とすることができる。

（入札保証金）

第 100条 ［略］

２ 前項の入札保証金は、次の各号の一に該当すると認められると

きは、その全部又は一部の納付を免除することができる。

（１）・（２） ［略］

（３） 競争入札に参加しようとする者が国（公団等を含む。以下

同じ。）又は地方公共団体（地方住宅供給公社、地方道路公社

及び土地開発公社を含む。以下同じ。）であるとき。

（契約保証金）

第 101条 ［略］

２ 前項の契約保証金は、次の各号のいずれかに該当すると認めら

れるときは、その全部又は一部の納付を免除することができる。

（１）・（２） ［略］

（３） 令第 167条の５及び第 167条の11に規定する資格を有する

者と契約を締結する場合又はこれら以外の者と随意契約を締結
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する場合において、その者が契約を締結しようとする日の属す

る年度前の２箇年度の間に国又は地方公共団体と種類及び規模

をほぼ同じくする契約（長期継続契約以外の複数年度にわたる

契約にあっては、履行完了日が契約を締結しようとする日の属

する年度前の２箇年度の間にあるもの）を２回以上にわたって

締結し、これらを全て誠実に履行し、かつ、契約を履行しない

こととなるおそれがないとき。

（４）・（５） ［略］

（６） 令第 167条の２第１項第５号の規定に基づき随意契約を締

結するとき。

（７） ［略］

（８） 国、地方公共団体又は出資法人等と契約を締結するとき。

（９） ［略］

（10） 特定の者でなければその目的を達成することが困難と認め

られる契約を締結する場合において、契約の相手方が契約を履

行しないこととなるおそれがないとき。

（検査員の一般的職務）

第 112条 ［略］

２～５ ［略］

６ 検査員（知事から委託を受けた検査員を除く。）は、前項の規

定にかかわらず、１回の支払の額が 100万円未満のものについて

は、債権者の請求書の余白に検査済の旨及びその年月日を記入し

、記名押印してこれに代えることができる。

（見積書）

第 138条 ［略］

２ 契約担当者は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれか

に該当するときは、見積書を省略することができる。

（１）・（２） ［略］

（３） 官報、新聞、雑誌、法規追録等の定期刊行物又は書籍、図

鑑等を購入するとき。

（４） 収入印紙、収入証紙又は郵便切手類を購入するとき。

（５）・（６） ［略］

別表第２（第４条関係）かいに置く出納員

別表第３（第７条関係）

する場合において、その者が契約を締結しようとする日の属す

る年度前の２箇年度の間に国若しくは地方公共団体又は独立行

政法人、国立大学法人若しくは地方独立行政法人と種類及び規

模をほぼ同じくする契約（工事請負契約等でその工期等が２箇

年を超えるものにあっては、完成期日が過去２箇年の間にある

もの）を２回以上にわたって締結し、これらを全て誠実に履行

し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認めら

れるとき。

（４）・（５） ［略］

（６） ［略］

（７） 国又は地方公共団体と契約を締結するとき。

（８） ［略］

（検査員の一般的職務）

第 112条 ［略］

２～５ ［略］

６ 検査員（知事から委託を受けた検査員を除く。）は、前項の規

定にかかわらず、当該契約代金の額が 100万円未満のものについ

ては、債権者の請求書の余白に検査済の旨及びその年月日を記入

し、記名押印してこれに代えることができる。

（見積書）

第 138条 ［略］

２ 契約担当者は、前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当

するときは、見積書を省略することができる。

（１）・（２） ［略］

（３） 官報、郵便切手その他公定価格の定めがあるものを購入す

るとき。

（４）・（５） ［略］

別表第２（第４条関係）かいに置く出納員

別表第３（第７条関係）

職名出先機関名

［略］

［略］

総務課長

衛生環境研究所

看護大学

［略］

職名出先機関名

［略］

［略］衛生環境研究所

［略］

［略］本庁会計課の

出納員 ［略］医療薬務課の

金銭分任出納

員

児童扶養手当の過払等に係る

返還金の収納に関すること。

こども政策課

の金銭分任出

納員

母子福祉資金償還金、父子福

祉資金償還金及び寡婦福祉資

金償還金の収納に関すること

。

こども家庭課

の金銭分任出

納員

［略］本庁会計課の

出納員 ［略］医療薬務課の

金銭分任出納

員

１ 母子福祉資金償還金、父

子福祉資金償還金及び寡婦

福祉資金償還金の収納に関

すること。

２ 児童扶養手当の過払等に

係る返還金の収納に関する

こと。

こども家庭課

の金銭分任出

納員
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別表第10（第 152条の２関係）別表第10（第 152条の２関係）

［略］

［略］

［略］県立こども療

育センターの

出納員

［略］

［略］県立高鍋農業

高等学校の出

納員

県立高原高等学校に属する生

産物又は不用品の売払代金の

収納に関すること。

県立高原高等

学校の金銭分

任出納員

県立高原高等

学校の出納員

［略］

［略］

［略］

［略］県立こども療

育センターの

出納員

計量検定所に属する定期検査

手数料の収納に関すること。

計量検定所の

金銭分任出納

員

計量検定所の

出納員

［略］

［略］県立高鍋農業

高等学校の出

納員

［略］

物品取扱者を置く出先機関等名主管の部局又はかい名

［略］

食肉衛生検査所

動物愛護センター

衛生管理課

［略］

物品取扱者を置く出先機関等名主管の部局又はかい名

［略］

食肉衛生検査所衛生管理課

［略］

附 則

この規則は、平成29年４月１日から施行する。ただし、第２条第１号イの改正規定並びに第44条第１項の改正規定（「本条」を「この条

」に、「代金」を「代金に」に改める部分に限る。）並びに第54条第２項第７号、第77条の３、第 100条第２項各号列記以外の部分及び第

138条第２項各号列記以外の部分の改正規定並びに別表第３県立高原高等学校の出納員の項を削る改正規定は、公布の日から施行する。

公立大学法人宮崎県立看護大学の業務運営並びに財務及び会計に関する規則をここに公布する。

平成29年３月30日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

宮崎県規則第16号

公立大学法人宮崎県立看護大学の業務運営並びに財務及び会計に関する規則

（趣旨）

第１条 この規則は、地方独立行政法人法（平成15年法律第 118号。以下「法」という。）の規定に基づき、公立大学法人宮崎県立看護大

学（以下「法人」という。）の業務運営並びに財務及び会計に関し必要な事項を定めるものとする。

（業務方法書の記載事項）

第２条 法第22条第２項の規則で定める業務方法書に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。

（１） 業務運営の基本方針

（２） 業務委託の基準

（３） 競争入札その他契約に関する基本的な事項

（４） その他法人の業務の執行に関し必要な事項

（料金の上限の認可の申請）

第３条 法人は、法第23条第１項の料金の上限の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければ

ならない。

（１） 料金の種類及び上限

（２） 料金の上限の額の設定の根拠

（３） 料金の上限の範囲内において現実に徴収しようとする料金の額

（４） 料金の上限の変更をしようとする場合にあっては、その理由

（中期計画の認可の申請等）

第４条 法人は、法第26条第１項前段の認可を受けようとするときは、申請書に同項に規定する中期計画（以下「中期計画」という。）を

添付して、当該中期計画の最初の事業年度開始の日の30日前までに、知事に提出しなければならない。

２ 法人は、法第26条第１項後段の規定により変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書

を知事に提出しなければならない。
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（中期計画の記載事項）

第５条 法第26条第２項第７号の規則で定める業務運営に関する事項は、次に掲げる事項とする。

（１） 施設及び設備に関する計画

（２） 積立金の使途

（３） その他法人の業務運営に関し必要な事項

（年度計画の記載事項等）

第６条 法第27条第１項前段に規定する年度計画（以下「年度計画」という。）には、同項に規定する認可中期計画に定めた事項に関し、

当該年度計画に係る事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。

２ 法人は、法第27条第１項後段の規定により年度計画の変更を届け出るときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を知事に提

出しなければならない。

（各事業年度に係る業務の実績の報告）

第７条 法人は、法第28条第１項の評価を受けようとするときは、年度計画に定めた事項ごとにその実績を明らかにした報告書を当該年度

計画に係る事業年度の終了後３月以内に宮崎県地方独立行政法人評価委員会（以下「委員会」という。）に提出しなければならない。

（中期目標に係る事業報告書の記載事項）

第８条 法人は、法第29条第１項の中期目標に係る事業報告書において、当該中期目標に定められた事項ごとにその実績を明らかにしなけ

ればならない。

（中期目標に係る業務の実績の報告）

第９条 法人は、法第30条第１項の規定により中期目標の期間における業務の実績について評価を受けようとするときは、当該中期目標に

定められた事項ごとにその実績を明らかにした報告書を当該中期目標の期間の終了後３月以内に委員会に提出しなければならない。

（財務諸表等）

第10条 法第34条第１項の規則で定める書類は、地方独立行政法人会計基準及び地方独立行政法人会計基準注解（平成16年総務省告示第 2

21号）に定めるキャッシュ・フロー計算書及び行政サービス実施コスト計算書とする。

２ 法第34条第４項の規則で定める期間は、６年とする。

（剰余金の使途に係る承認の手続）

第11条 法人は、法第40条第３項の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

（１） 承認を受けようとする金額

（２） 前号の金額を充てようとする剰余金の使途

２ 前項の申請書には、法第40条第１項の残余を生じた事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該事業年度の損益計算書その他知事が必要

と認める事項を記載した書類を添付しなければならない。

（積立金の処分に関する承認の手続）

第12条 法人は、中期目標の期間の最後の事業年度終了後において、法第40条第４項の承認を受けようとするときは、当該最後の事業年度

の次の事業年度の６月30日までに、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

（１） 承認を受けようとする金額

（２） 前号の金額を財源に充てようとする業務の内容

２ 前項の申請書には、当該中期目標の期間の最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該事業年度の損益計算書その他知事が必要と

認める事項を記載した書類を添付しなければならない。

（納付金の納付の手続）

第13条 法人は、法第40条第６項の規定によりその残余の額を納付しなければならないときは、当該納付する額（以下「納付金」という。

）の計算書に、残余を生じた事業年度が属する中期目標の期間の最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該事業年度の損益計算書

その他の当該納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、当該事業年度の次の事業年度の６月30日までに、知事に提出しなけれ

ばならない。ただし、前条第１項の申請書を提出したときは、同条第２項の規定により添付した書類を重ねて提出することを要しない。

２ 納付金は、残余を生じた事業年度が属する中期目標の期間の最後の事業年度の次の事業年度の７月10日までに納付しなければならない

。

（短期借入金の認可の申請）

第14条 法人は、法第41条第１項ただし書又は第２項ただし書の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に

提出しなければならない。

（１） 借入れを必要とする理由

（２） 借入金の額

（３） 借入先

（４） 借入金の利率

（５） 借入金の償還の方法及び期限

（６） 利息の支払の方法及び期限

（７） その他知事が必要と認める事項

（重要な財産の処分等の認可の申請）
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第15条 法人は、法第44条第１項の規定により、公立大学法人宮崎県立看護大学に係る重要な財産を定める条例（平成29年宮崎県条例第19

号。以下「条例」という。）第２条に規定する重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること（以下「処分等」という。）につき認可を受

けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

（１） 処分等に係る財産の内容及び予定価格（適正な対価を得てする売払い以外の方法により処分等をしようとする場合にあっては、適

正な見積価額）

（２） 処分等の条件

（３） 処分等の方法

（４） 処分等を行っても法人の業務運営上支障がない旨及びその理由

（重要な財産を除く財産の処分等に係る協議）

第16条 法人は、所有する財産（条例第１条及び第２条に規定する重要な財産を除く。以下この条において同じ。）の全部又は一部の処分

等をしようとするときは、あらかじめ前条各号に掲げる事項を記載した書類を知事に提出し、協議しなければならない。ただし、処分等

をしようとする年度当初における帳簿価格が50万円未満の財産については、この限りでない。

（会計処理の特例）

第17条 知事は、法人が業務のため取得しようとしている償却資産について、その減価に対応すべき収益の獲得が予定されていないと認め

られる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。

２ 法人は、前項の指定を受けた資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除とし

て計上するものとする。

第18条 知事は、法人が業務のため保有し、又は取得しようとしている有形固定資産に係る資産除去債務に対応する除去費用に係る費用配

分額及び時の経過による資産除去債務の調整額（以下「除去費用等」という。）について、除去費用等に対応すべき収益の獲得が予定さ

れないと認められる場合には、当該除去費用等を指定することができる。

附 則

（施行期日）

１ この規則は、平成29年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ 法人の成立後最初の中期計画に係る認可の申請については、第４条第１項中「当該中期計画の最初の事業年度開始の日の30日前までに

」とあるのは、「法人の成立後３月以内に」とする。

３ 法人の成立の際に法第６条第３項の規定により法人に出資された財産のうち償却資産については、第17条第１項の規定による指定があ

ったものとみなす。

調理師法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成29年３月30日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

宮崎県規則第17号

調理師法施行細則の一部を改正する規則

調理師法施行細則（昭和35年宮崎県規則第７号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正後改正前

第２条 ［略］

第３条 ［略］

（調理師名簿等の様式）

第４条 次の各号に掲げる名簿又は申請書の様式は、それぞれ当該

各号に定めるところによる。

（１） 法第５条第１項の調理師名簿 別記様式第３号

（２） 調理師法施行令（以下「政令」という。）第11条第２項及

び第13条第２項の申請書 別記様式第４号

（３） 政令第12条に規定する申請書 別記様式第５号

（合格証書）

第２条 知事は、調理師試験に合格した者に対して、調理師試験合

格証書（別記様式第３号）を交付する。

第３条 ［略］

（試験委員）

第４条 調理師試験に関する事務を行わせるため、調理師試験委員

若干人を置く。

２ 前項の委員は、試験の都度、県職員又は調理に関し学識経験を

有する者のうちから知事が任命し、又は委嘱する。

第５条 ［略］

（調理師名簿等の様式）

第６条 次の各号に掲げる名簿又は申請書の様式は、それぞれ当該

各号に定めるところによる。

（１） 法第５条第１項の調理師名簿 別記様式第４号

（２） 調理師法施行令（以下「政令」という。）第11条第２項及

び第13条第２項の申請書 別記様式第５号

（３） 政令第12条に規定する申請書 別記様式第６号
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（４） 政令第14条第２項の申請書 別記様式第６号

第５条 ［略］

（４） 政令第14条第２項の申請書 別記様式第７号

第７条 ［略］

別記様式第３号を削る。

別記様式第４号中「（第６条関係）」を「（第４条関係）」に改め、同様式を別記様式第３号とする。

別記様式第５号中「（第６条関係）」を「（第４条関係）」に改め、同様式を別記様式第４号とする。

別記様式第６号中「（第６条関係）」を「（第４条関係）」に改め、同様式を別記様式第５号とする。

別記様式第７号中「（第６条関係）」を「（第４条関係）」に改め、同様式を別記様式第６号とする。

附 則

（施行期日）

１ この規則は、平成29年４月１日から施行する。

（用紙に関する経過措置）

２ この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の調理師法施行細則の規定に定める様式による用紙は、当分の間、所要の事項を

適宜補正して使用することができる。

宮崎県水源地域保全条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成29年３月30日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

宮崎県規則第18号

宮崎県水源地域保全条例施行規則の一部を改正する規則

宮崎県水源地域保全条例施行規則（平成26年宮崎県規則第30号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正後改正前

（土地の所有権等の移転等の届出）

第８条 ［略］

２・３ ［略］

４ 条例第10条第２項の規則で定める場合は、次に掲げる場合とす

る。

（１） 土地売買等の契約の当事者の一方又は双方が次に掲げる法

人である場合

ア 分収林特別措置法（昭和33年法律第57号）第10条第２号

に掲げる森林整備法人

イ 国立研究開発法人森林研究・整備機構

ウ ［略］

（２） 条例第10条第１項第４号に規定する土地の利用目的が次に

掲げるものである場合

ア 電気事業法（昭和39年法律第 170号）第２条第１項第17

号に規定する電気事業者（以下「電気事業者」という。）

が行う同項第16号に規定する電気事業（以下「電気事業」

という。）に関する設備のうち架空線、電柱若しくはその

附帯設備（これらに類する設備を含む。）の設置又は電気

事業者が行う電気事業に関する設備の管理

イ・ウ ［略］

５ ［略］

（土地の所有権等の移転等の届出）

第８条 ［略］

２・３ ［略］

４ 条例第10条第２項の規則で定める場合は、次に掲げる場合とす

る。

（１） 土地売買等の契約の当事者の一方又は双方が次に掲げる法

人である場合

ア 分収林特別措置法（昭和33年法律第57号）第９条第２号

に掲げる森林整備法人

イ 独立行政法人森林総合研究所

ウ ［略］

（２） 条例第10条第１項第４号に規定する土地の利用目的が次に

掲げるものである場合

ア 電気事業法（昭和39年法律第 170号）第２条第１項第10

号に規定する電気事業者（以下「電気事業者」という。）

が行う同項第９号に規定する電気事業（以下「電気事業」

という。）に関する設備のうち架空線、電柱若しくはその

附帯設備（これらに類する設備を含む。）の設置又は電気

事業者が行う電気事業に関する設備の管理

イ・ウ ［略］

５ ［略］

附 則

この規則は、平成29年４月１日から施行する。ただし、第８条第４項第２号アの改正規定は、公布の日から施行する。

県立農業大学校規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成29年３月30日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

宮崎県規則第19号

県立農業大学校規則の一部を改正する規則

県立農業大学校規則（昭和59年宮崎県規則第42号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。
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改正後改正前

目次

第１章 ［略］

第２章 学科 ［略］

第３章・第４章 ［略］

附則

（学科及び農業総合研修センターの設置）

第２条 大学校に農学科及び畜産学科（以下「学科」という。）並

びに農業総合研修センターを置き、その教育及び研修の内容は、

それぞれ次のとおりとする。

第２章 学科

（専攻）

第３条 学科に置く専攻は、次のとおりとする。

（修業年限及び入校定員）

第４条 学科の修学年限は、２年とし、入校定員は、１学年当たり

65人とする。

（学年）

第５条 学科の学年は、４月１日に始まり、翌年３月31日に終わる

。

（休業日）

第６条 学科において授業を行わない日（以下「休業日」という。

）は、次のとおりとする。ただし、大学校の校長（以下「校長」

という。）は、必要があると認めるときは、臨時に休業日を定め

、又は休業日であっても臨時に授業を行うことができる。

（１）・（２） ［略］

２ ［略］

（授業科目及び単位数）

第７条 学科の授業科目及び進級又は卒業に必要な授業科目の単位

の数（以下「単位数」という。）は、知事の承認を得て校長が別

に定める。

（入学資格）

第８条 学科に入学できる者は、学校教育法（昭和22年法律第26号

）第90条第１項に規定する者とする。

（入学希望の手続）

第９条 学科に入学を希望する者は、入学願書（別記様式第１号）

に高等学校若しくは中等教育学校の調査書又は入学資格を有する

ことを証明する書面を添えて校長に提出しなければならない。

様式第２号（第11条関係）

［略］

本 人 住 所

氏 名 魁

保護者 住 所

氏 名 魁

保証人 住 所

氏 名 魁

［略］

様式第３号（第13条関係）

［略］

目次

第１章 ［略］

第２章 農学部 ［略］

第３章・第４章 ［略］

附則

（農学部及び農業総合研修センターの設置）

第２条 大学校に農学部及び農業総合研修センターを置き、その教

育及び研修の内容は、それぞれ次のとおりとする。

第２章 農学部

（学科及び専攻の設置）

第３条 農学部に農学科及び畜産学科を置き、それぞれに置く専攻

は、次のとおりとする。

（修業年限及び入校定員）

第４条 農学部の修業年限は、２年とし、入校定員は、１学年当た

り65人とする。

（学年）

第５条 農学部の学年は、４月１日に始まり、翌年３月31日に終わ

る。

（休業日）

第６条 農学部において授業を行わない日（以下「休業日」という

。）は、次のとおりとする。ただし、大学校の校長（以下「校長

」という。）は、必要があると認めるときは、臨時に休業日を定

め、又は休業日であっても臨時に授業を行うことができる。

（１）・（２） ［略］

２ ［略］

（授業科目及び単位数）

第７条 農学部の授業科目及び進級又は卒業に必要な授業科目の単

位の数（以下「単位数」という。）は、知事の承認を得て校長が

別に定める。

（入学資格）

第８条 農学部に入学できる者は、学校教育法（昭和22年法律第26

号）第90条第１項に規定する者とする。

（入学希望の手続）

第９条 農学部に入学を希望する者は、入学願書（別記様式第１号

）に高等学校若しくは中等教育学校の調査書又は入学資格を有す

ることを証明する書面を添えて校長に提出しなければならない。

様式第２号（第11条関係）

［略］

本 人 住 所

氏 名 魁

保証人 住 所

氏 名 魁

［略］

様式第３号（第13条関係）

［略］

教育及び研修の内容区分

［略］農学科

畜産学科

［略］

教育及び研修の内容区分

［略］農学部

［略］

［略］ ［略］
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科 年

本 人 氏 名 魁

［略］

様式第４号（第13条関係）

［略］

科 年

本 人 氏 名 魁

［略］

学部 科 年

本 人 氏 名 魁

［略］

様式第４号（第13条関係）

［略］

学部 科 年

本 人 氏 名 魁

［略］

別記様式第５号中「 」を削る。

附 則

この規則は、平成29年４月１日から施行する。

物品の購入等の事務に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成29年３月30日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

宮崎県規則第20号

物品の購入等の事務に関する規則の一部を改正する規則

物品の購入等の事務に関する規則（平成10年宮崎県規則第35号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

農 学 部

改正後改正前

別表第１（第２条関係）

別表第３（第３条関係）

１・２ ［略］

３ 収入印紙、収入証紙又は郵便切手類その他の公定価格の定め

のあるもの

４～７ ［略］

８ 財務規則第61条第７号に規定する物品のうち即時支払を必要

とするもの

９～19 ［略］

20 家畜伝染病予防法（昭和26年法律第 166号）第３条の２第３

項の規定による特定家畜伝染病の発生の予防及びまん延の防止

のための措置を講ずるにあたり、緊急に購入が必要となるもの

21・22 ［略］

別記様式（第４条関係）

［略］

物品管理調達課長

（県税・総務事務所長）

［略］

別表第１（第２条関係）

別表第３（第３条関係）

１・２ ［略］

３ 収入印紙、郵便切手、郵便はがき、収入証紙その他の公定価

格の定めのあるもの

４～７ ［略］

８ 財務規則第61条第５号に規定する物品のうち即時支払を必要

とするもの

９～19 ［略］

20 家畜伝染病予防法（昭和26年法律第 166号）第３条の２第２

項の規定による特定家畜伝染病の発生の予防及びまん延の防止

のための措置を講ずるにあたり、緊急に購入が必要となるもの

21・22 ［略］

別記様式（第４条関係）

［略］

総務事務センター課長

（県税・総務事務所長）

［略］

衛生環境研究所

看護大学

［略］

衛生環境研究所

［略］

附 則

（施行期日）

１ この規則は、平成29年４月１日から施行する。ただし、別表第３の20の項及び別記様式の改正規定は、公布の日から施行する。

（用紙に関する経過措置）

２ この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の物品の購入等の事務に関する規則の規定に定める様式による用紙は、当分の間

、所要の事項を適宜補正して使用することができる。
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